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静岡県環境影響評価条例環境影響評価法
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環境影響評価手続に基づく対話の経緯

特殊な環境条件にある地においては、それに応じた適切な環境影響評価及び
それに基づく影響の回避・低減が求められる。
静岡県は環境影響評価法及び条例に基づく手続の中で、ＪＲ東海に対し意見を

述べ、適切な環境影響評価の実施のための対話を続けている。
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